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「 障 害 の 範 囲 と 選 択 と 決 定 ～ 選 択 と 決 定 ・ 相 談 支 援 プ ロ セ ス

（程度区分）第２期」部会作業チーム報告書の概要  

 

はじめに（作業チームの検討範囲と課題）  

１．  現行の 程度区 分や 支給決 定の仕 組み につい ての評 価と 問題

点の検討（ C-2-1、 C-2-2）  

２．  支給決 定にあ たっ て必要 なツー ル（ ガイド ライン ・支 援の

必要度 や支給 決定 のため のアセ スメ ントな ど）の 在り 方と

策定の指針について（ C-3-2、 C-3-3）  

３．  支給決定に際しての「合議機関」の設置や役割について  

４．  不服審査やアドボカシ ーの仕組みについて（ C-3-4）  

５．  相談支援専門員（仮称）の役割や位置づけ及び研修体制（当

事者相談員も含む）の在り方  

 

1.現行の程度区分や支給決定の仕組みについての評価と問題点  

・現状の一次審査に用いられている機能障害の自立度を中心とし

た指標は、 障害種別 を超えた 福祉的 支援のニー ズを反映 するも

のとして妥当とはいえない。（変更率、地域格差大）個別の利用

者の特性や 状況、特 に社会的 状況も 踏まえた障 害者のニ ーズを

明らかにする新たな支給決定の仕組みとツールが必要である。  

 

2.支給決定にあたっての必要なツールのあり方と 策定の指針  

・支給決定のプロセスは以下の流れを基本とする 。  

①  本人中 心支 援計 画（ 支援 付き 自己 決定 の もとに ）の 策定 （全 員で

はない ）  

②  法律の対 象とな る「 障害」 がある ことを 確認する 。  

（ 障 害 の 範 囲 チ ー ム の 報 告 で は 、 各 種 障 害 者 手 帳 の ほ か 、 医 師 の  

診断書、 意見書 など 客観的 指標に よる認 定となっ ている 。）  

事前に 確認 方法 を示 し、 サー ビス 利用 計 画策定 に入 る前 に本 人及

び相談支 援専門 員が 確認可 能な対 応をと るように する。  

③  本人サー ビス利 用計 画（必要 なサー ビス を申請す る計画 ）策定（ 申

請者全員 が策定 ）を もとに 市町村 に申請 を行う。  

④  本人サー ビス利 用計 画につ いて、市町村 がガイド ライン に基 づき 、

ニーズア セスメ ント を行う 。  

⑤  ガイド ライ ン水 準を 超え る申 請の 場合 、 本人（ 及び 支援 者） と市

町村によ る協議 調整 を行い 、支給 決定す る。  

⑥  両者に よる 調整 が困 難で ある 場合 、も し くは本 人が 第三 者機 関で

の調整 を要 請し た場 合に つい ては 、市 町 村に設 置さ れた 合議 機関

におい て検 討し 、そ の結 果を 受け て市 町 村が支 給決 定を 行う こと

ができる 。  
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・ガイドラインとは 、法における 権 利性に基づいて 、「その地 域

の 他 の 者 と の 平 等 を 基 礎 と し て 生 活 す る こ と を 可 能 と す る 支

援の水準」を示すものである。ガイドラインの策定にあたって

は、（ 1）利用者への説明、（ 2）支援の必要度の把握、（ 3）公費

によるサービス提供水準、（ 4）市町村の障害者自立支援計画と

の連動、の 4 つの視点を持つものとする。  

・ガイドラインは、国が基本的な設定を示し、自治体ごとにそ れ

を最低ラインとして、ガイドラインを策定することとす る。  

・ガイドラインで示す支給水準は、権利条約に規定されている障

害者の「他 のもの との平 等」「 地域 生活の実現 」を基 本原則 に

するべきである。この基本原則に基づき、障害のある人の支援

の必要度を類型化し、類型ごとの標準ケアプ ランに基づく支給

水準を示す。  

 

3.支給決定に際しての「合議機関」について  

・本人と市町村の協議で調整がつかない場合、もしくは本人が第

三者機関での調整を要請した場合については、市町村に設置さ

れた合議機関において検討し、その結果を受けて、市町村が支

給決定を行うことができる。合議機関は、当事者相談員、相談

支援専門員、地域の社会資源や障害のある人の状況をよく知る

者等の関係者の参画を得て、市町村に明確に位置付ける。  

 

4.不服審査やアドボカシ―の仕組みについて  

・支給決定にかかわるアドボカシーの仕組みとしては、①サービ

ス の 利 用 に 関 し て 当 事 者 の 自 立 生 活 を エ ン パ ワ メ ン ト す る シ

ステム②本人中心支援計画の作成に当たって、当事者をエンパ

ワメントするシステム③支給決定における、不服申し立てを執

り行うシステム、がある。①に関しては、身近な地域で当事者

相互支援活動（セルフヘルプグループ）が展開できる公的なサ

ポ ー ト 体 制 を 創 設 す る こ と ② に 関 し て は 身 近 地 域 で の 相 談 支

援体制の充実が重要である。  

・不服申し立ての仕組みとしては、複数の合議体での検討、また

不服審査での書面審査ではなく、直接当事者を呼んで調査・審

査を行うこ となど を順守 させるこ と が重要であ る。さ らには 、

障害者差別禁止法で構築されるであろう、都道府県レベルでの

権利擁護機関により、准裁判方式である「仲裁権限者と両当事

者の審問形式」の展開も検討すべきと考える。  

 

5.相談支援専門員の役割や位置づけ及び研修体制について  
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・相談支援専門員は、本人のニーズを満たすためにフォーマルな

支援に結びつけるだけでなく、インフォーマルな支援を含む福

祉に限らない教育、医療、労働、経済保障、住宅制度等々あら

ゆる資源の動員を図る努力をする。また資源機能の不足などに

ついて、その解決にむ けて 活動 す る こと も重 要 な役 割と な る。 

・相談支援専門員は相談する当事者 (本人・家族など )の利益のた

めに存在することを一義とする。そのためには福祉サービス等

を決定し提供する役割から独立することを原則とする。  

・当事者が相談支援専門員となり、地域の相談支援体制全般にお

いて、協働することが望ましい。尚、当事者が相談支援専門員

になる際には、当事者としての生活経験などを実務経験として

勘案するなどを検討すべきである。  

・研修については、 基礎研修、フ ォ ローアップ研修、専 門研修 、

更新研修、その他などを国の研修要綱として位置づけ、都道府

県が実施する。また定期的に任用資格の更新を行うこととする。 

 

制度の実現にむけての補足事項  

・協議調整による支給決定システムの実施につ いては、現状から

のスムーズな移行のために、早期の試行事業の実施が必要であ

る。  

さらに、全国各地の障害者の地域生活の実態を踏まえて、程

度区分に変わる国のガイドラインの検討・策定を行う体制作り

が早急に行われるべきである。  

 

 

他のチームとの調整が必要な事項  

 

・市町村が、ニーズに基づいて必要な支給量を決定 することを可

能とするための財源調整の仕組みについて  

・支給決定プロセスにおける、法の対象となる障害の範囲の確認

方法について  

・地域における実効性のある権利擁護、不服申し立ての仕組みに

ついて  

 

 


